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子育て世帯訪問支援事業の支援対象者

本事業の支援対象は、児童や保護者又は妊婦からの相談や、庁内の関係部署及び関係機関から

の情報提供・相談等により把握され、本事業による支援が必要であると市町村が認めた、次に掲げる

ような状態にある者を対象とする。

① 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれの

ある保護者

② 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが

特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

③ 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる

妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦

④ その他、事業の目的に鑑みて、市町村が本事業による支援が必要と認める者（支援を要する

ヤングケアラー等を含む。）

支援対象者

出典：こども家庭庁「子育て世帯訪問支援事業ガイドライン」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/91f57176-a420-4d1d-8973-

1828437e0aa8/d9bc9e4f/20240904_policies_kosodateshien_jido-homon_03.pdf



3

児童虐待とは？

児童虐待とは｜定義

出典：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目６：児童虐待と社会的養護」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/b2759138/20231013-

policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-000914707.pdf

※ 「児童虐待の防止等に関する法律」第２条で、保護者がその監護するこどもに対して行う次に掲げる

行為を「児童虐待」と規定

※ 児童虐待の４つの類型

身体的虐待 性的虐待

ネグレクト 心理的虐待



4

児童虐待とは｜類型別説明①

「身体的虐待」は、児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

「ネグレクト」は、児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護

者以外の同居人による前二号（身体的虐待・性的虐待）、又は次号（心理的虐待）に掲げ

る行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

※ 「ネグレクト」は、無視、放置といった意味であり、児童虐待で「ネグレクト」は、「保護の怠慢」

「養育の放棄・拒否」などと訳されている。

「児童虐待」の4つの類型とその定義

身体的虐待

ネグレクト

出典：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目６：児童虐待と社会的養護」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/b2759138/20231013-

policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-000914707.pdf
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児童虐待とは｜類型別説明②

「性的虐待」は、児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

「心理的虐待」は、児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭に

おける配偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの

及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的外傷

を与える言動を行うこと。

「児童虐待」の4つの類型とその定義

性的虐待

心理的虐待

出典：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目６：児童虐待と社会的養護」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/b2759138/20231013-

policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-000914707.pdf
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心理的虐待について

出典：厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 「子ども虐待対応の手引き」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/dl/120502_11.pdf

• ことばによる脅かし、脅迫など。

• こどもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。

• こどもの心を傷つけることを繰り返し言う。

• こどもの自尊心を傷つけるような言動など。

• 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。

• 配偶者やその他の家族などに対する暴力や暴言。

• こどものきょうだいに、身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の行為を行う。
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心理的虐待とDVについて

出典：内閣府男女共同参画局HP「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）と児童虐待 ―ＤＶは子どもの心も壊すもの―」
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv-child_abuse/index.html

こどもの前でDVが行われること（面前DV）は、

こどもへの心理的虐待にあたります。
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心理的虐待とDVについて

加害者が被害者の悪口をこどもに言い続けることで、
こどもが被害者を軽んじるようになり、被害者とこども
の関係が壊れてしまうこともあります。

出典：内閣府男女共同参画局HP「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）と児童虐待 ―ＤＶは子どもの心も壊すもの―」
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv-child_abuse/index.html

DV被害を受けていると、加害者に対する恐怖心から

逆らうことができなくなり、一緒になってこどもを虐待し

てしまうこともあります。
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DVとその他の虐待との関係性について

DV被害を受けている人は、加害者に対する恐怖心

から判断力や感情がまひしてしまい、こどもに対する

暴力を制止できなくなる場合があります。

出典：内閣府男女共同参画局HP「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）と児童虐待 ―ＤＶは子どもの心も壊すもの―」
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv-child_abuse/index.html

継続してDV被害を受けていると、感情がなくなり、
加害者から言われるままに、こどもを虐待してしまう
こともあります。
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「しつけ」と「虐待」について

• こどもが自分で感情や行動をコントロールできるように教えること

• 工夫のポイント（例）

–こどもの気持ちや考えに耳を傾ける

–「言うことを聞かない」 にもいろいろある

–こどもの成長・発達によっても異なることがある

–肯定文でわかりやすく、 時には一緒に、お手本に

–良いこと、できていることを具体的に褒める

しつけ

虐待

• 大人がこどもの行動を力（暴力、暴言）によってコントロールしようとすること

–すべてのこどもは、健やかに成長・発達し、自立する権利が保障されている。

–叩く、殴る、暴言を吐くといった行為はこどもへの人権侵害となる。

児童虐待の防止等に関する法律の改正（2020（令和2）年4月1日施行）

児童のしつけに際して、体罰を加えてはならないことが規定された。

体罰の禁止

出典：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目６：児童虐待と社会的養護」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/b2759138/20231013-

policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-000914707.pdf
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体罰の禁止

第14条

児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法（明治29年法律第

89号）第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超えて当該児童を懲戒してはなら

ず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。

※ 民法820条：親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務

を負う。

※ 民法822条：親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその

子を懲戒することができる。

児童虐待の防止等に関する法律

出典：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目６：児童虐待と社会的養護」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/b2759138/20231013-

policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-000914707.pdf
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虐待によるこどもへの影響

1 身体的影響

• 打撲、切り傷、熱傷など外から見てわかる傷

• 骨折、鼓膜が破れる、頭蓋内出血などの外から見えない傷

• 栄養障害や体重増加不良、低身長など

• 身体的虐待が重篤な場合には、死に至ったり重い障害が残る可能性がある

2 知的発達面への影響

• 安心できない環境

落ち着いて学習することができない。

• ネグレクトの状態で養育

学校への登校もままならない。能力に比して知的な発達が十分に得られないなど。

出典：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目６：児童虐待と社会的養護」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/b2759138/20231013-

policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-000914707.pdf
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虐待によるこどもへの影響

３ 心理的影響

ア 対人関係の障害

• こどもは欲求を適切に満たされることのない状態となる。

• 突然保護者の暴力が始まることが少なくない。常に緊張を強いられ、安全感・安心

感が育たない。

• こどもは、愛着対象（保護者）との基本的な信頼関係を構築することができなくな

り、結果として他人を信頼し愛着関係を形成することが困難となる など。

イ 低い自己評価

• 自分が悪いから虐待されるのだと思ってしまう。

• 自分は愛情を受けるに値する存在ではないと感じる。

• 自己に対する評価が低下し、自己肯定感を持てない状態となる など。

出典：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目６：児童虐待と社会的養護」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/b2759138/20231013-

policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-000914707.pdf
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虐待によるこどもへの影響

ウ 行動コントロールの問題

• 暴力で問題を解決することを学習。暴力を振るえば欲しいものが手に入れられる、

女性への暴力は許されるなど、暴力で解決することに正当性を感じる。

• そのために攻撃的・衝動的な行動をとったり、欲求のままに行動する場合がある。

エ 多動

• 刺激に対して過敏にさせることがあり、そのために落ち着きのない行動をとるようになる

など

オ 心的外傷後ストレス障害

• 受けた心の傷（トラウマ）は適切な治療を受けないまま放置されると将来にわたって

心的外傷後ストレス障害（PTSD）として残り、思春期等に至って問題行動として

出現する場合がある。

出典：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目６：児童虐待と社会的養護」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/b2759138/20231013-

policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-000914707.pdf
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被虐待経験のあるこども・保護者支援における留意点

• 被虐待経験から生じている問題は、“育ちなおし“により修復され得る。

• そのこどもあるいは保護者との関係形成に焦らず、エンパワメントの視点をもって関わる。

• 訪問支援員に対する否定的態度等があるとしても、被虐待経験等によるものであり、真に訪問
支援員を拒絶しているのではない場合も多い。

• こどもあるいは保護者から危険な攻撃的言動等を向けられ、身の危険やサービス提供が困難に
なる場合は、訪問支援員自身で抱え込まず、自治体・委託事業者に相談し、自治体・委託
事業者と支援対象者との間で、サービス提供を継続するための話し合いを行い、サービス提供
内容・方法における見直し・再契約等を行うようにする。
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児童虐待に係る現在の状況｜虐待相談対応件数

• 児童相談所における虐待相談対応件数は年々増加傾向にあり、令和４年度の全国の対応件数は、

214,843件と、過去最多となっている。

児童相談所における虐待相談対応件数とその推移

出典：こども家庭庁「令和４年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a176de99-390e-4065-a7fb-

fe569ab2450c/b45f9c53/20240926_policies_jidougyakutai_26.pdf
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児童虐待に係る現在の状況｜虐待相談の内容別件数

児童相談所における虐待相談の内容別件数の推移

• 心理的虐待の割合が最も多く、次いで身体的虐待の割合が多い。

出典：こども家庭庁「令和４年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a176de99-390e-4065-a7fb-

fe569ab2450c/b45f9c53/20240926_policies_jidougyakutai_26.pdf
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児童虐待に係る現在の状況｜虐待相談の経路別件数

• 児童相談所に寄せられた虐待相談の相談経路は、警察等が最も多く、次いで近隣・知人、家族・親

戚、学校からが多い。

児童相談所における虐待相談の経路別件数の推移

出典：こども家庭庁「令和４年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a176de99-390e-4065-a7fb-

fe569ab2450c/b45f9c53/20240926_policies_jidougyakutai_26.pdf
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児童虐待を防止・対応する枠組み①

第１条

全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保

障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られ

ることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

第２条

全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢

及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身とも

に健やかに育成されるよう努めなければならない。

２ 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

３ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任

を負う。

児童福祉法

出典：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目６：児童虐待と社会的養護」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/b2759138/20231013-

policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-000914707.pdf
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児童虐待を防止・対応する枠組み①

第３条の２

国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護

者を支援しなければならない。

ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案

し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭にお

ける養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、

児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる

限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。

※児童が家庭における養育環境と同様の養育環境：家庭養護（里親、ファミリーホーム）、養子縁組

※児童ができる限り良好な家庭的環境：（小規模）児童福祉施設

児童福祉法



「社会的養護」

「保護者の適切な養育を受けられない子どもを、公的責任で社会的に保護・養育するとともに、養

育に大きな困難を抱える家庭への支援を行う」こと

• 保護者のない子ども

• 保護者に監護させることが適当でない子ども（要保護児童）
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『里親及びファミリーホーム養育指針』 2012年3月

「サービスの開始と終了に行政機関が関与し、子どもに確実に支援を届けるサービス形態」

• 在宅措置も社会的養護の一部

• 「代替的養育」・・・保護者と分離している場合

『新しい社会的養育ビジョン』 2017年8月

出典（上部）：厚生労働省「里親及びファミリーホーム養育指針」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-

f0fd487fbe16/6458ec80/20230401_policies_shakaiteki-yougo_12.pdf

出典（下部）：厚生労働省「新しい社会的養育ビジョン」
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000173888.pdf
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出典：こども家庭庁「社会的養育の推進に向けて」 215頁

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-
f0fd487fbe16/85d5a9d1/20250108_policies_shakaiteki-yougo_115.pdf

「社会的養護」
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児童虐待を防止・対応する枠組み②

（目的）

第１条

この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大

な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児

童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及

び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定め

ることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資するこ

とを目的とする。

児童虐待の防止等に関する法律

児童虐待は著しい人権侵害 こどもの権利利益の擁護

出典：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目６：児童虐待と社会的養護」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/b2759138/20231013-

policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-000914707.pdf
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発見と通告①

第５条

学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、女性相談支援センター、教育委員会、配偶者暴

力相談支援センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉

施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、女性相談支援員

その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、

児童虐待の早期発見に努めなければならない。

児童虐待の早期発見

児童虐待の防止等に関する法律
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発見と通告②

第６条

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置す

る福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事

務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

第６条３

刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、（中略）通告をする義務

の遵守を妨げるものと解釈してはならない。

第７条

市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受

けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談

所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項で

あって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

児童虐待に係る通告

児童虐待の防止等に関する法律
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発見と通告③

出典：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目６：児童虐待と社会的養護」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/b2759138/20231013-

policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-000914707.pdf
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発見と通告④

• 虐待ではないかと思っても、通告をためらうことがある。

– 保護者との関係が悪化することへの懸念、虐待の確証が得られない、個人のプライバシーに

関わることであるといった理由から通告をためらう場合がある。

• 「疑い」の段階でよいから早めに知らせる。

• できるだけ組織として判断して通告する方が、調査の時などに混乱が少ない。

• 虐待に関する事実関係は、できるだけ細かく具体的に記録しておく。

• こどもから聞き取る際には、誘導とならないように注意する。

こどもが所属している現場から通告するに当たって

出典：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目６：児童虐待と社会的養護」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/b2759138/20231013-

policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-000914707.pdf
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虐待への気づきの視点①

※ 虐待が疑われるこどもとその保護者の様子

こども虐待評価チェックリスト 「子ども虐待対応の手引き」から(抜粋）

こどもの様子

• 不自然にこどもが保護者に密着している。

• こどもが保護者を怖がっている。

• こどもの緊張が高い。

• 体重・身長が著しく年齢相応でない。

• 年齢不相応な性的な興味関心・言動がある。

• 年齢不相応な行儀の良さなど、過度のしつけの影響がみられる。

• こどもに無表情・凍りついた凝視が見られる。

• こどもと保護者の視線がほとんど合わない。

• こどもの言動が乱暴。

出典：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目６：児童虐待と社会的養護」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/b2759138/20231013-

policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-000914707.pdf
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虐待への気づきの視点②

• こどもが受けた外傷や状況の説明につじつまが合わない。

• 児童相談所等の調査に対して著しく拒否的である。

• 保護者が「死にたい」「殺したい」「心中したい」などと言う。

• 保護者がこどもの養育に関して拒否的だったり無関心。

• 泣いてもあやさない。

• 絶え間なくこどもを叱る・ののしる。

• 保護者が虐待を認めない。

• こどもの発達段階や特性を理解していない、または、発達段階に見合わない

（高過ぎる・低過ぎる）期待を持っている。（※）

• 保護者が環境を改善するつもりがない・改善することが出来ない。

• 保護者がアルコール・薬物依存症である。

• 保護者が精神的な問題で診断・治療を受けている。

• 保護者が医療的な援助に拒否的だったり無関心。

• 保護者に働く意思がない。

保護者の様子

出典（※以外の部分）：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目６：児童虐待と社会的養護」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/b2759138/20231013-

policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-000914707.pdf
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気づきのポイント情報共有ツール（抜粋）

出典：こども家庭庁「保育所等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について（周知）別添3）」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fdf4848a-9194-4b7c-b228-

1b7ed4847d58/4ae45759/20230804_policies_jidougyakutai_hourei-tsuuchi_174.pdf
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気づきのポイント情報共有ツール

出典：こども家庭庁「気づきのポイント情報共有ツール 活用の手引き」1頁（「保育所等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について（周知）」中）
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fdf4848a-9194-4b7c-b228-

1b7ed4847d58/4ae45759/20230804_policies_jidougyakutai_hourei-tsuuchi_174.pdf
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気づきのポイント情報共有ツール

出典：こども家庭庁「気づきのポイント情報共有ツール 活用の手引き」1頁（「保育所等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について（周知）」中）
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fdf4848a-9194-4b7c-b228-

1b7ed4847d58/4ae45759/20230804_policies_jidougyakutai_hourei-tsuuchi_174.pdf
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気づきのポイント情報共有ツール

出典：こども家庭庁「気づきのポイント情報共有ツール 活用の手引き」1頁（「保育所等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について（周知）」中）
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fdf4848a-9194-4b7c-b228-

1b7ed4847d58/4ae45759/20230804_policies_jidougyakutai_hourei-tsuuchi_174.pdf
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対象となる保護者やこどもが抱えているもの

育児ストレス
養育困難な
状況

保護者が抱える要因
精神疾患・知的障害・
子育てへの不安・

産後うつ・ボンディング障害 など

保護者が抱える要因

貧困・ひとり親世帯・DV・
予期せぬ妊娠・孤立・

外国ルーツ・ヤングケアラー など

背景要因

神経発達症・知的障害・
身体障害・医療的ケア など

こどもが抱える要因
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世帯を取り巻く背景要因：予期せぬ妊娠

妊娠の背景

• 希望した妊娠

• 予期せぬ妊娠（望んでなかったわけではないが、タイミングが予想外、準備が整ってないもの）

• 望まない妊娠（※）（望んでいなかった、妊娠が発覚した時に継続を希望しない妊娠）

• 継続することが困難な妊娠

• 誰にも相談できない妊娠

• 妊娠中絶を選択できない状況に置かれた妊娠

・・・妊娠に対する思いは時間とともに変化する可能性もある

出典（※以外の部分）：こども家庭庁「令和３年度母子保健指導者養成研修 研修３ 予期せぬ妊娠に対する支援に関する研修 講義１ 産婦人科の臨床と予期せぬ妊娠」
https://boshikenshu.cfa.go.jp/assets/files/history/r3/tr3_lecture_1.pdf
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予期せぬ妊娠の背景

Ⅱ．予期せぬ妊娠をした女性の状況

1. 未成年で妊娠したが、保護者や身近な人に妊娠を知られたくない

2. パートナー以外の男性の子どもを妊娠した

3. 障害や疾患の有無

4. 暴力あるいは性暴力による被害（経済的搾取、身体的暴力、DV・デートDV被害など）

5. 不安定な生活基盤

6. 出産について周囲の人間に反対されている

7. 支援してくれる人や理解者が身近にいない

8. 適切な医療的支援を得られない/得ていない

9. その他の悩みや課題

     (夫婦での希望の不一致、生育歴、外国籍など)

出典：こども家庭庁「令和３年度母子保健指導者養成研修 研修３ 予期せぬ妊娠に対する支援に関する研修 講義２ 予期せぬ妊娠への支援」
https://boshikenshu.cfa.go.jp/assets/files/history/r3/tr3_lecture_2.pdf
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予期せぬ妊娠のその後・・・

予期せぬ妊娠：虐待が起こりやすい環境

予期せぬ
妊娠

タイミングは想定外だけど、
出産はすることにした

望まない妊娠
（継続を希望していない）

人工妊娠中絶

中絶時期を逃した
誰にも相談できない
産むしかない

妊婦健診の未受診・

少ない飛び込み分娩

養育環境が整わない
ワークライフバランスが
思ってたのと違う…

産後うつ
ボンディング障害
孤立・孤独

周囲のサポート不足

こどもへの苛立ち
育児ストレス
虐待が

起こりやすくなる

嬰児遺棄・

日齢０の虐待死
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予期せぬ妊娠への支援：産前からつながる・産後も支える

産後ケア
・通所型
・宿泊型
・訪問型

など

出典：日本財団 「妊娠 SOS 相談窓口と産前産後の居場所の全国普及に関する提言書」
https://www.nippon-foundation.or.jp/wp-content/uploads/2024/04/new_inf_20240409_01.pdf
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周産期メンタルヘルス：妊娠中や産後の養育者を支援する

妊産婦が背負う「負担」とは

出典：こども家庭庁「令和5年度母子保健指導者養成研修 研修１ 講義１ 妊産婦のメンタルヘルスの基礎知識」
https://boshikenshu.cfa.go.jp/assets/files/history/r5/tr1_lecture_1.pdf

妊娠による身体の変化（悪阻や合併症）
育児による疲れ、睡眠不足、育てにくい赤ちゃん

身体的（肉体的）負担

社会的負担

望まない妊娠、環境や立場の変化に対するとまどい
過重な責任、葛藤、精神疾患

心理的負担

経済問題（仕事と育児の負担、夫が育児に参加できない）
家庭問題（配偶者暴力、両親との不和や確執・虐待歴）
シングルマザー・貧困とワンオペ育児
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周産期メンタルヘルス：妊娠中や産後の精神状態は不安定になりやすい

• 軽症（病気ではない）

• 頻度：50〜80%

• 時期：産後３〜５日

• 症状：情緒不安定

   認知機能障害

  （ぼんやりする）

     自律神経症状

（不眠、疲労など）

• 自然に回復する

• 中等症

• 頻度：10〜20%

• 時期：産後２週がピーク
妊娠期〜産後数ヶ月

• 症状：気分の落ち込み
不安、抑うつ
イライラ、涙もろい
罪悪感、不眠など

• 休息が重要、
服薬治療が必要な場合も

• 重症

• 頻度：0.1%

• 時期：産後数週間以内に発症

• リスク：初産婦、精神疾患既往

• 症状：うつ症状、不眠、

幻覚や幻聴や妄想、

不安やパニック発作、

自傷やこどもを傷つける恐れ

• 服薬治療、入院が必要なことも

出典：久米美代子、堀口文『マタニティサイクルとメンタルヘルス』（医歯薬出版株式会社、2012年）

マタニティブルー

産後うつ

産褥精神病
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妊娠・出産時のうつ病で生じる悪循環

周産期メンタルヘルス：うつ症状が悪化する背景

出典：厚生労働省「令和6年版 厚生労働白書－こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/backdata/01-01-01-01.html
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自分のこどもに対して愛情がわかず、世話をし守りたいという感情が弱く、かえってイライラしたり、
敵意を感じたり、攻撃したくなる衝動が出てくるような心理状態（Brockington 2011）

現時点では精神障害として位置付けられておらず、診断基準や標準化された治療法などは確立
していない

ボンディング障害

ボンディングと母児関係

周産期メンタルヘルス：ボンディング障害とは

こどもから
保護者に感じる
愛着・結びつきや

その行動

保護者がこども
に対して感じる

愛情や絆

出典：こども家庭庁「令和5年度母子保健指導者養成研修 研修１ 講義１ 妊産婦のメンタルヘルスの基礎知識」
https://boshikenshu.cfa.go.jp/assets/files/history/r5/tr1_lecture_1.pdf
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支援における留意点：周産期メンタルへルスの不調を疑ったら・・・

普段の関わりの中で・・・

① こどもに無関心な様子
こどもを抱く、授乳するなどの養育行動が
見られない、
こどもが泣いても反応がない等

② こどもを拒絶する様子
妊娠中は、妊娠を後悔し、産みたくないと

      発言する、
産後は、こどもをかわいいと思えず、
こどもの世話を拒否する等。

③ こどもに対する怒り
こどもが泣き止まない、母乳を飲まない等に
イライラして、こどもを怒鳴り、罵る等。

出典：日本周産期メンタルヘルス学会「周産期メンタルヘルス コンセンサスガイド2017」
http://pmhguideline.com/consensus_guide/cq01-20.pdf

対応

• 「誰もが妊娠を喜んでいるとは限らない」という前提を
もって、関わる

• 傾聴、共感（思いを受け止める）

• ソーシャルサポートを増やす

• 必要なら、心理支援につなぐ

いろんな要因でそう感じているのかな・・・

【環境要因】母子分離、サポート不足、DV
【母の要因】望まない妊娠、産後うつ、生育歴
【子の要因】早産児、疾患や障害、気質など
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日本の子どもの相対的貧困率の推移

子どもの貧困率は、1980年代から上昇傾向にあり、

今日では実に９人に１人の子どもが貧困状態にあるとされています。

世帯を取り巻く背景要因：貧困

出典（グラフ）：チャンス・フォー・チルドレンHP「子どもの貧困と教育格差」
https://cfc.or.jp/problem#:~:text=%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3-

,%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E7%B4%849%E4%BA%BA%E3%81%AB1%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82,%
EF%BC%882021%E5%B9%B4%EF%BC%89%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

出典（文章）厚生労働省「2022年国民生活基礎調査の概況」(2023)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/index.html

国や地域の平均的な所得と
比べて、

所得がその半分未満
（等価所得の中央値）の

人々の割合

2021年では

11.5％

https://cfc.or.jp/problem#:~:text=%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3-,%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E7%B4%849%E4%BA%BA%E3%81%AB1%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82,%EF%BC%882021%E5%B9%B4%EF%BC%89%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82
https://cfc.or.jp/problem#:~:text=%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3-,%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E7%B4%849%E4%BA%BA%E3%81%AB1%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82,%EF%BC%882021%E5%B9%B4%EF%BC%89%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82
https://cfc.or.jp/problem#:~:text=%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3-,%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E7%B4%849%E4%BA%BA%E3%81%AB1%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82,%EF%BC%882021%E5%B9%B4%EF%BC%89%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/index.html
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貧困の中で暮らしている背景にあるもの

出典：神奈川県「神奈川県子どもの貧困対策推進計画2020-2024」
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/60917/zentaiban.pdf
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子どもの支援者・相談者を対象とした「子どもの貧困に関する意識調査」

貧困の中で暮らしているこどもが抱えている困難さ

出典：神奈川県「神奈川県子どもの貧困対策推進計画2020-2024」
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/60917/zentaiban.pdf
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• 子どもの貧困家庭は、子どもの権利が守られにくい環境

→生活困窮家庭では、物理的・質的に子どもとの関わりが少ない環境になる可能性が高い。

→子どもの権利が守られない/守られにくい環境＝虐待環境の可能性が高くなる

子どもの貧困と虐待環境

貧困の中で育つということ：虐待ネグレクトが起こりやすい環境

出典：神奈川県子ども支援WEB講座（貧困家庭と子どもの可能性）

神田奈保子（BANSO-CO CSアドバイザー）「貧困家庭と子どもの可能性〜心の安全基地の重要性〜」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sy8/cnt/f536929/kodomoshienwebkouza_kandana.html
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貧困の中で育つということ：教育格差が起こりやすい

国語 算数

出典：日本財団「家庭の経済格差と 子どもの認知能力・非認知能力格差の 関係分析 －2.5 万人のビッグデータから見えてきたもの－」（2018年1月）
https://www.nippon-foundation.or.jp/wp-content/uploads/2019/01/wha_pro_end_07.pdf

経済的に困窮している世帯とそうではない世帯のこどもでは、10歳ごろから学力において偏差値
の差が現れる
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保護者が困った時に相談できる相手がいると、生活困難のこどもへの影響を軽減できる
可能性があります。

貧困世帯の保護者を支援することは、こどもを支援すること

出典：足立区・足立区教育委員会、国立成育医療研究センター研究所 社会医学研究部「第1回子どもの健康・生活実態調査平成27年度報告書」
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/2142/h27houkoku_1.pdf
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貧困家庭が抱える

様々な課題

貧困世帯への支援：それぞれの課題に合わせた支援を

訪問支援の中で・・・

✓生活支援

栄養バランスのとれた食事、衣食住を整える

✓こどもと遊ぶ

こどものストレス発散、保護者の育児負担軽減

✓学習支援

こどもの宿題をサポートする

✓相談支援

日常生活・仕事の困りごとなど相談に乗る

✓民間や行政サービスに繋ぐ

宅食・フードパントリー、こども食堂

学習ボランティア

行政での経済的支援や助成金

不規則な
食生活

睡眠
不足

学習
環境の
不足

運動
不足

精神的
ストレス

孤立
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世帯を取り巻く背景要因：ひとり親世帯

出典：キッズドアHP「ひとり親世帯の貧困」
https://kidsdoor.net/issue/singleparent.html

母子家庭・父子家庭の現状

• 母子世帯では、働いているのに十分な収入

が得られない状況

• 離婚母子家庭では、養育費をもらっている

のは3割未満

ひとり親世帯の貧困率：44.5％※

2人に1人が貧困状態
※出典：厚生労働省「2022（令和４）年 国民生活基礎調査の概況」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/dl/03.pdf
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ひとり親世帯が抱える困難さ

出典：「ひとり親世帯の４割超が「貧困」、ＯＥＣＤ３６か国中５番目に高く…続く生活苦「近年で最も深刻な状況」」 2024年3月11日、讀賣新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20240310-OYO1T50000/
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こどもについての悩み

• 母子世帯の場合、教育・進学（60.3%)、しつけ（8.8%）、就職（5.8%)

• 父子世帯の場合、教育・進学（57.5%)、しつけ（8.9%）、食事・栄養（6.9%)

ひとり親世帯の母親・父親が抱える悩み

自分自身についての悩み

• 母子世帯の場合、家計（49.0％）、仕事（14.2％）、自分の健康（10.7％）

• 父子世帯の場合、家計（38.2％）、家事（14.1％）、自分の健康（11.8％）

相談相手の有無

• 「相談相手なし」と回答した割合は、母子世帯では21.9％、父子世帯では45.2％

• そのうち、母子家庭も父子家庭でも、約半数は相談相手がほしいと回答

出典：厚生労働省「令和３年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」令和３年11月1日現在
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f1dc19f2-79dc-49bf-a774-

21607026a21d/9ff012a5/20230725_councils_shingikai_hinkon_hitorioya_6TseCaln_05.pdf
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ひとり親家庭の多様性に応じた支援

ひとり親家庭の抱える課題は、ひとり親家庭全体に共通する汎用性のある課題、ひとり
親家庭の個別状況により異なる課題の双方があることを念頭に置いて、支援を行うこと
が必要になります。
ひとり親となった理由に応じた支援のポイントは、下記のようなものがあります。

ひとり親世帯への支援：それぞれの背景に合わせた支援を

出典：厚生労働省「ひとり親家庭支援担当課職員向けひとり親家庭支援の手引き」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000125850.pdf
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ヤングケアラーはこんなこどもたち

世帯を取り巻く状況：ヤングケアラー

出典：厚生労働省『令和4年度生活困窮者自立支援制度人材養成研修「ヤングケアラーとその家族の支援」』
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001092918.pdf

家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、

介護、感情面のサポートなどを行っている、18歳未満の子どものこと
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ヤングケアラーであることは、何が問題なのか

出典：こども家庭庁「令和6年度保健師中央会議行政説明 資料15 保健師×ヤングケアラー支援〜ヤングケアラーに気づく〜」
https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001283331.pdf
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ヤングケアラーに気づくことの難しさ

ヤングケアラーは表面化しにくい

ヤングケアラーは、家庭内のデリケートな問題であること、本人や家族に自覚がないといった理由から、
支援が必要であっても表面化しにくい構造となっている。 （厚生労働省・文部科学省2021）

ヤングケアラーは表面化しにくい理由

出典：厚生労働省『令和4年度生活困窮者自立支援制度人材養成研修「ヤングケアラーとその家族の支援」』
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001092918.pdf
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ヤングケアラーに、まずは気づくことが重要

出典：こども家庭庁「令和6年度保健師中央会議行政説明 資料15 保健師×ヤングケアラー支援〜ヤングケアラーに気づく〜」
https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001283331.pdf
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ヤングケアラーはどれくらいいるのか？

ヤングケアラーの割合

世話をしている家族が「いる」と答えた人の割合は、

小学6年生で6.5％、中学2年生で5.7％、全日制高校2年生で4.1％

出典：厚生労働省『令和4年度生活困窮者自立支援制度人材養成研修「ヤングケアラーとその家族の支援」』
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001092918.pdf
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ヤングケアラーの実態

ケアをしている相手

世話をしている家族の続柄は、いずれの学校種でも、「きょうだい」が最も高く、

小学6年生で71.0％、中学2年生で61.8％、全日制高校2年生で44.3％

出典：厚生労働省『令和4年度生活困窮者自立支援制度人材養成研修「ヤングケアラーとその家族の支援」』
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001092918.pdf
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ヤングケアラーの実態

ヤングケアラーの自覚

「あてはまる」と答えた人の割合は、いずれの学校種でも、

世話をしている家族が「いる」と答えた人の割合の1/2前後以下

出典：厚生労働省『令和4年度生活困窮者自立支援制度人材養成研修「ヤングケアラーとその家族の支援」』
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001092918.pdf
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ヤングケアラーがしているケアの頻度

ヤングケアラーの実態

出典：厚生労働省『令和4年度生活困窮者自立支援制度人材養成研修「ヤングケアラーとその家族の支援」』
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001092918.pdf

家族の世話をする頻度は、

小学6年生で、ほぼ毎日が52.9％、週に3〜5日16.0％

中学2年生で、ほぼ毎日が45.1％、週に3〜5日17.9％

全日制高校2年生で、ほぼ毎日が47.6％、週に3〜5日16.9％

ヤングケアラーがケアに費やす時間

平日1日あたりに、家族の世話に費やす時間の平均は、

小学6年生で、2.9時間

中学2年生で、4.0時間

全日制高校2年生で、3.8時間
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支援における留意点：ヤングケアラーに気づく、寄り添う

気にかけ、寄り添う

本人や家族に自覚がない状態では、自らサポートを求めることは難しい

子どもは自分の家庭しか知らずに育つことが多く、客観的な視点をもちにくい。自分の担う家庭内の

役割が他と異なることに気づきにくい

話を聴いてもらえる機会や、話を聴いてもらえるという発想自体を持ち合わせていない可能性もある

本人のことを気にかけ、心を開くまで寄り添い、タイミングをみて話を聴く等して本人を支える

プライバシーへの配慮

家庭のことを知られたくないと思っていることも多い

話したことが家族に伝わることを心配している場合もある

ヤングケアラーが個別に話すことができる環境をつくる

本人の意思を確認することなく、本人からの相談内容を家族に伝えることは原則的にしない
出典：厚生労働省『令和4年度生活困窮者自立支援制度人材養成研修「ヤングケアラーとその家族の支援」』

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001092918.pdf
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支援における留意点：ヤングケアラーに気づく、寄り添う

出典：厚生労働省『令和4年度生活困窮者自立支援制度人材養成研修「ヤングケアラーとその家族の支援」』
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001092918.pdf

ケアをしていることを否定しない

本人としてはケアをしたくないわけではなく、負担になっていても大切な家族のために自分からケア

をしたいという想いがあることも少なくない

ケアをしていることを否定されると、自分がしてきたことを否定されたように思ってしまうこともある

ケアをすることの良い面への理解

ケアをしている状況について可哀そうと憐れまれることを嫌がる場合もある

家族をケアすることで優しくなる、責任感が芽生える等のよい側面もあり、単純に悪いことと思われ

たくない

＊過度に美化されると、相手の期待に沿えないことなどに負担を感じることもある

家族を責めない

ケアを受けている家族を悪く言われたくないと感じている場合も多く、ヤングケアラーの役割を子どもに

担わせているという理由で家族が責められることで本人も傷つく可能性がある
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支援における留意点：支援が必要な状況とは？

支援の必要性・緊急性が高いヤングケアラーとは？

✓ ケアの担い手が、自分（こども）しかいない

✓ ケアに費やす時間が長く、学校を欠席・早退・遅刻する頻度がたびたびある

対応策

✓ こどもの希望を踏まえて、ニーズをアセスメントする
✓ 多機関連携での支援
学校 →こどもへの学びの機会を保証する
医療や介護→必要なケアの提供

✓ 本人への息抜き：居場所の提供、レスパイト（こどもを一時休ませる）
✓ ピアサポートやカウンセリング

出典：こども家庭庁「支援の必要性・緊急性の高い支援対象者等について」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e0eb9d18-d7da-43cc-a4e3-51d34ec335c1/1652c556/20240612_policies_young-carer_16.pdf

厚生労働省『令和4年度生活困窮者自立支援制度人材養成研修「ヤングケアラーとその家族の支援」』
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001092918.pdf

を参考に作成

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e0eb9d18-d7da-43cc-a4e3-51d34ec335c1/1652c556/20240612_policies_young-carer_16.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001092918.pdf


66

出典：精神疾患の親をもつ子どもの会「ゆら育プロ」1-1主な精神疾患
https://b1008ba1-f3b9-46c5-b0ef-bbdbcedcd692.filesusr.com/ugd/27e990_d1d6b7107a934454ae0113ca423575bc.pdf

統合失調症
気分障害

（うつ病・双極性障害）

神経症性障害

（不安障害・パニック障害・
強迫性障害 など）

物質関連および
嗜癖性障害

（アルコール・薬物・
ギャンブル など）

• 陽性症状

（妄想、幻聴）

• 陰性症状

（閉じこもり、感情が乏し

い）

• 認知機能障害

（覚えられない、注意散

漫）など

• うつ症状

（悲観的、気分が沈む、

自傷念慮）

• そう症状

（多弁、浪費、万能感、

攻撃的）

精神疾患を抱える保護者：さまざまな症状

• 動機やめまいなどのパ

ニック症状

• 予期不安

• 考えにとりつかれ、同じ

行動を繰り返す

（手洗いなど）

• アルコールや薬物、ギャン

ブルなどやめたくてもやめ

られない

• 生活、仕事、人間関係

に支障をきたしている

• ”依存症“
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精神疾患を抱える保護者：どんな振る舞いや言動をしやすいか？

普段の関わりの中で・・・

✓気分のムラが激しい

✓些細なことで激昂する、攻撃的になる

✓引きこもりがち、反応が薄い

✓臨機応変な対応、柔軟な対応が苦手

✓沢山のことが覚えられない

✓優先順位がつけられない

✓自分の考えにこだわる、とらわれてしまう

→アドバイスをなかなか聞き入れない

普段と、どう違う？

今日は、調子が悪い？

眠れなかった？

薬飲めてない？

ストレスがかかるきっかけがあった？

伝え方で混乱しやすい？

対応

• 紹介先の事業者等に普段の様子を確認しておく

• 調子が悪化しやすい状況を聞いておく

• 調子が悪そうな日は、ゆっくり休んでもらう、
刺激しすぎない

• 思いを受け止める

• わかりやすく伝える
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精神疾患を抱える保護者：他機関や専門家に相談する時

こんなことに困ったら・・・

✓生活・仕事・人間関係でトラブルを

起こしている

例）大声・暴言 →家族や近隣への迷惑

仕事や保育園などの無断欠席

✓精神疾患の悪化が疑われる

例）外来受診や内服の中断

自傷行為、他害行為が増えている

生活リズムが崩れてしまっている

（訪問しても活動ができない、など）

状況が悪化しているん

じゃないだろうか？

対応

• 紹介先の事業者等に報告・相談する

• 必要時は、警察を呼ぶ（危険な時）

このまま訪問だけ

続けていても

いいのかな？



69

支援における留意点：本人への対応

出典：精神疾患の親をもつ子どもの会「ゆら育プロ」1-1主な精神疾患
https://b1008ba1-f3b9-46c5-b0ef-bbdbcedcd692.filesusr.com/ugd/27e990_d1d6b7107a934454ae0113ca423575bc.pdf
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精神疾患を抱える保護者と暮らすこどもたち

出典：NPO法人CoCoTELI（ココテリ）HP
https://cocoteli.com/about
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支援における留意点：こどもへの対応

出典：精神疾患の親をもつ子どもの会「ゆら育プロ」4-1子どもについて
https://b1008ba1-f3b9-46c5-b0ef-bbdbcedcd692.filesusr.com/ugd/27e990_e509444cb6124313b4d89ae7ef779c87.pdf
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障害を抱えて暮らすこどもたち

義務教育段階の児童生徒数は過去10年で約1割減少しているが、

特別支援学級の在籍者数は倍増している

出典：文部科学省「特別支援教育の充実について」
https://www.mext.go.jp/content/20211009-mxt_tokubetu02-000018244_02.pdf
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通級に通う発達障害児の数は増加傾向

• 障害への理解が深まった

• 問題を避けるために支援
級や通級を使う場合も

出典：文部科学省「特別支援教育の充実について」
https://www.mext.go.jp/content/20211009-mxt_tokubetu02-000018244_02.pdf
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障害を抱えて暮らすこどもたち：神経発達症（発達障害）

神経発達症（発達障害）＝脳の機能の障害により、物事の捉え方や行動パターンに

違いがあり、日常生活に困難さがある

出典：国立障害者リハビリテーションセンター 発達障害情報・支援センター「発達障害の理解のために」を参考に作成

知的な遅れを
伴うこともあります

自閉症スペクトラム症 ASD
● コミュニケーションの障害
● 対人関係・社会性の障害
● パターン化した行動、こだわり、

興味関心のかたより

注意欠陥／多動症 ADHD
● 不注意（集中できない）
● 多動・多弁（じっとしていられない）
● 衝動的に行動する（考えるよりも先に動く）

限局性学習症 SLD
● 「読む」、「書く」、「計算する」

等の能力が、全体的な知的
発達に比べて極端に苦手

それぞれの障害の特性



75

自閉スペクトラム症（ASD）、注意欠陥/多動症（ADHD）、限局性学習症（SLD）のこどもたちが

持ちやすい傾向は、

１ 対人関係や認知の発達がスムーズでない

２ 情報や状況を整理して受けとりにくい

３ 本人なりのこだわりや感覚の過敏・鈍磨などをもつこともある

４ 自分の思いや感情を相手に伝えられず、行動化しやすい

その結果、

• 不安・怖さ・おびえなどの感情を持つが相手に伝えられないために、適切な行動の取得をしにくい

• 対人関係の成長が遅れがちになる（要求の出し方、感情のコントロールが幼いと感じる）

• 自己肯定感が低くなりやすい

＊安定した愛着関係が形成されていない時にも、同様な行動状態を示す場合がある

神経発達症のこどもたち：どんな振る舞いや言動をしやすいか？

出典：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目7：子どもの障害」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/cdcdb7cf/20231013-policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-

000914709.pdf
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例

神経発達症と知的障害はどう違う？

計算が得意

話すのが苦手

ひとつのことをじっくり

取り組むのが得意

空気を読むのが苦手

得意なことと
苦手なことの
差が大きい
凸凹

全般的に
苦手が多い

出典：子ども情報ステーションbyぷらすあるふぁ 「『発達障害』子どもと一緒にイラストで学ぶページ 特性、周囲のサポート方法など」を参考に作成
https://kidsinfost.net/disorder/illust-study/neurodevelopmental_disorders/

平均的 発達障害

知的障害
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障害を抱えて暮らすこどもたち：知的障害

記憶、推理、判断などの知的機能の発達に有意な遅れがみられ、社会生活などへの適応が難しい状態

知的障害とは

• 幼少期では、言語発達の遅れや指示、ルールの理解がなかなかできない。
感情や要求の適切な表現がわからず、友だちとの関わりが上手くいかない。
自信が持てず、不安が高くなりやすい。

• 乳幼児期の知的障害の診断は難しい。言語発達の遅れ等で気づく場合もある。

状態像

出典（下図）：子ども情報ステーションbyぷらすあるふぁ 「知的障害」
https://kidsinfost.net/wp-content/uploads/2015/10/intellectual-disabilities.pdf

出典（本頁全体）：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目7：子どもの障害」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/cdcdb7cf/20231013-policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-

000914709.pdf
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障害を抱えて暮らすこどもたち：身体的障害（肢体不自由）

出典：文部科学省「特別支援教育の充実について」
https://www.mext.go.jp/content/20211009-mxt_tokubetu02-000018244_02.pdf

• 一番多いのは知的障害

• 二番目に多いのが

身体的障害（肢体不自由）
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３．肢体不自由

• 姿勢維持や移動などの粗大な運動の困難

• 腕や手を動かす、指での操作や協応動作の困難

• 口腔が上手く動かせず、言葉の獲得や明確な発音の困難
食事や唾液の飲み込みが上手くいかない場合もある

• 上下肢や体幹の機能に永続的な障害がみられ、運動や動作に不自
由がある。その程度は軽度から寝たきりまで、幅がある。

• 脳性麻痺、二分脊椎、筋ジストロフィー、先天性股関節脱臼など

• 妊娠中から生後１カ月までの何らかの原因で、体の運動に困難を伴う
非進行性の運動障害

• 知的障害など他の障害や疾患を重複する場合もある

• 動かさずにいると、筋肉が硬くなる、関節の動きが制限され、かたまる

• 受動的になりやすく、心の発達への影響がでる

障害を抱えて暮らすこどもたち：身体的障害（肢体不自由）

肢体不自由とは1

困難な状態2

乳幼児期の主な原因3

脳性麻痺4

出典：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目7：子どもの障害」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/cdcdb7cf/20231013-policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-

000914709.pdf
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脳性麻痺児 脳卒中

発症 胎児期〜周産期〜生後（４週） 多くは中高年

発症日 多くは特定困難 特定可能

脳障害の程度 広範囲 限局性

麻痺型 痙直型両麻痺、四肢麻痺が多い 片麻痺が多い

障害の回復時期 成育期 限定的

脳の可塑性 ある 可塑性はある

機能予後予測 ある程度可能〜困難 多くは可能

合併症 知的障害、痙攣が多い 呼吸器感染症、褥瘡、脳機能障害など

リハビリテーション医療の特徴 頚定〜歩行まで新たな機能を連続的に獲得していく

成育期（リ）ハビリテーション

失った機能を回復する

急性期〜維持期リハビリテーション医療

残存・代償機能の活用

リハビリテーション医療の内容 こどもの意欲を高める

きめ細かな保護者支援指導

運動面だけでなく全人的発達を促す（興味、遊びの拡大、視

知覚・認知障害、対人関係、社会適応への対応など）

標準化が必要

本人の努力・意欲

単純な課題でも繰り返し実施できる

リハビリテーション

システム

通院・通所（必要な例では頻度を増やす）、親子入院（１

〜３カ月、集中（リ）ハビリテーションと保護者へのきめ細かな

支援）、地域生活支援のための入院（成育期、１〜６ヶ月

集中（リ）ハビリテーション）

通院、通所、入院、施設入所、訪問リハビリテーションなど

機能維持 成育期以後長期に加齢による二次障害を防止する介助立位

の維持

寿命

環境調整 家庭、教育機関、地域資源 家庭、地域資源

専門医師、療法士 不足 ある程度充足

身体的障害（肢体不自由）：こどもと大人、どう違う？

出典：朝貝芳美「肢体不自由児とは」 Jpn J Rehabil Med 2020；57：584-588
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrmc/57/7/57_57.584/_pdf/-char/ja

■脳性麻痺を中心とした障害児成育期（リ）ハビリテーションと脳卒中高齢者リハビリテーションの相違
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医療的ケア児について

• 医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU（新生児特定集中治療室）

等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管

栄養等の医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。

• 全国の医療的ケア児（在宅）は、約2万人（推計）である。

医療的ケア児

出典：こども家庭庁「医療的ケア児について」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5218c3a3-610e-4925-8596-a9116889756f/0a061093/20240912_policies_shougaijishien_care-ji-shien_02.pdf
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家族の抱える生活上の悩みや不安等

医療的ケア児を育てている保護者の状況

• 慢性的な睡眠不足

• 将来への強い不安

• 誰も頼れない緊張感・孤立感

• きょうだい児への思い

出典：三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「医療的ケア児者とその家族の生活実態調査 報告書」
https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2020/05/koukai_200520_1_1.pdf
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支援における留意点

1. 「発達障害、知的障害、身体的障害の各障害には、それぞれの様相の特徴がある。」

  （複合的な症状がでている可能性がある）

2. 「障害の程度は一人ひとり異なり、子どもをよく観察して、状態像をつかむ。」

 （普段の状況を知っているのは、お母さん・お父さん！）

3.  「乳幼児期に明確な診断がつくことは少なく、グレーゾーンの子どももいることを念頭に置く。」

（保護者もその特性や傾向があるが未診断な場合もある）

出典：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目7：子どもの障害」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/cdcdb7cf/20231013-policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-

000914709.pdf
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求められる支援：それぞれの状況に合わせた工夫や配慮を

• 得意なこと、苦手なことにあわせた工夫

• 混乱しにくいように、視覚的にもわかりやすい

工夫、イメージしやすい工夫

• こどもが興味を持っていることを活用する

• 穏やかな環境、落ち着きやすい空間作り

• どんなことが好き？どんな時が落ち着く？

出典（左下図表）：子ども情報ステーションbyぷらすあるふぁ 「『発達障害』子どもと一緒にイラストで学ぶページ 特性、周囲のサポート方法など」を参考に作成
https://kidsinfost.net/disorder/illust-study/neurodevelopmental_disorders/

出典（本頁全体）：こども家庭庁「子育て支援員研修 基本研修 科目7：子どもの障害」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a403ad66-5106-4844-9f3b-3686fd713b35/cdcdb7cf/20231013-policies-kosodateshien-kosodateshien-kyozai-

000914709.pdf

こどもが内容を習得しやすい対応を工夫する2

こどもをよく観察し、こどもの状態像を把握する1
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保護者が抱える悩み：障害の受容

保護者の内面には、障害を肯定する気持ちと障害を否
定する気持ちの両方の感情が常に存在する。

こどもが一般に歩き始める時期や言葉が出る時期、また
進学する時期など、発達の節目に悲哀が再起すること
があり、健常児では当たり前の発達的な事象や社会的
な出来事が、障害児の家族の悲哀を再燃させるきっか
けとして潜在的にある。

保護者の気持ちに寄り添う

• こどもの発達や将来への不安が大きい

• 他の人に理解してもらいにくい苦しさ、孤立感

• 障害を受容する困難

出典（上部図表、文章）：中田洋二郎（1995）「親の障害の認識と受容に関する考察-受容の段階説と慢性的悲哀」
https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/ld/z12020/z1202001.html
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その他：多くの保護者が抱える子育ての悩み

母親が感じている子育てへの思い

• 2015年から2022年にかけて、
母親の子育てへの肯定的な感情は
減少傾向である

• その一方で、子育てへの否定的な感
情が大幅に増加している傾向にある

出典：ベネッセ教育総合研究所「第6回幼児の生活アンケート」
https://benesse.jp/berd/up_images/research/WEB%E7%94%A8_%E7%AC%AC6%E5%9B%9E%E5%B9%BC%E5%85%90%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%82%A2%E3%8

3%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88_%E3%82%BF%E3%82%99%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%82%99%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88%E7%89%88.pdf
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訪問型支援で、どんな保護者の支援ニーズに対応できるか？

出典：特定非営利活動法人ホームスタート・ジャパン「地域の力で子育ての孤立を解消する家庭訪問型子育て支援・ホームスタート 支援拡充プログラム開発レポート」
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000793816.pdf
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学齢児がいる家庭への支援では、どんなことが求められているか？

出典：特定非営利活動法人ホームスタート・ジャパン「地域の力で子育ての孤立を解消する家庭訪問型子育て支援・ホームスタート 支援拡充プログラム開発レポート」
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000793816.pdf
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求められる支援：こどもにとってとても大切な「遊び」

出典：公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本小児科医会「遊びは子どもの主食です〜スマホを置いてふれあい遊びを〜」
https://www.jpa-web.org/dcms_media/other/asobihashusyoku_161215_poster.pdf
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